
飯塚市の給与・定員管理等について
1．総括
（1）人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口
（令和4年1月1日） 歳出額 実質収支 人件費 人件費率

(人件費／歳出額)
令和3年度 126,555人 82,318,386千円 3,378,036千円 8,227,796千円 10.0%

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）	 （千円）

区　分 職員数
給　与　費 1人当り給与費

(給与費計／職員数)給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計
令和3年度 840 2,975,478 530,522 1,177,158 4,683,158 5,575

（注）1　職員手当には退職手当を含みません。　　2　職員数は令和3年4月1日現在の人数です。

2．職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額の状況（令和4年4月1日現在）
①一般行政職
区分 平均年齢 平均給料月額

飯塚市 42歳4月 321,923円
（注）�「平均給料月額」とは、令和4年4月1日現在における職種ごとの職員の�

基本給の平均です。

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和4年4月1日現在）

区　　分 経験年数
10年以上15年未満

経験年数
15年以上20年未満

経験年数
20年以上25年未満

一般行政職
大学卒 278,562円 336,723円 363,795円
高校卒 243,057円 293,881円 343,750円

技能労務職 高校卒 －　 －　 －
（注）経験年数は国家公務員と同じ「経験年数換算表」で算定したもので、単なる在職年数ではありません。

3．一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数の状況（令和4年4月1日現在）

区分 標準的な組織上の職名 職員数 構成比 前年の構成比
1級 主事補 55 8.7％ 7.9％
2級 主事 49 7.7％ 7.7％
3級 主任 152 23.9％ 22.2％
4級 係長　主査　困難な業務を処理する主任 257 40.5％ 42.8％
5級 課長補佐 51 8.0％ 8.2％
6級 課長 57 9.0％ 9.3％
7級 部長　部次長 14 2.2％ 1.9％

（注）飯塚市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

4．職員の手当の状況
（1）期末手当・勤勉手当（令和4年4月1日現在）

飯塚市（国も同割合）
期末手当

2.4月分（1.35）月分
勤勉手当

1.9月分（0.875）月分
（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算5 ～15％　・管理職計算なし

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

（2）職員の初任給の状況（令和4年4月1日現在）

区　　分
飯塚市
初任給

一般行政職
大学卒 182,200円
高校卒 154,900円

技能労務職 147,900円

②技能労務職
区　分 平均年齢 平均給料月額
飯塚市 55歳2月 325,481円

（2）退職手当（令和4年4月1日現在）
飯塚市（国も同月分）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 19.6695月分 24.58688月
勤続25年 28.0395月分 33.27075月
勤続35年 39.7575月分 47.709月

最高限度額 47.709月分 47.709月
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（3）特殊勤務手当（令和4年4月1日現在）
手当の名称 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

行旅病人取扱手当 行旅病人の取扱作業 １件当り 700円
行旅死亡人取扱手当 行旅死亡人の取扱作業 １件当り 2,000円
汚物処理手当 じん芥、し尿処理等 月当り 3,000円
生活保護法の現業事務手当 生活保護法の規定による指導、調査 月当り 3,500円
火葬作業手当 死体等の火葬作業 月当り 3,800円

教員特殊勤務手当

1号　学校の管理下の非常災害時等の緊急業務
ア　非常災害時における児童の保護又は緊急の火災・復旧の業務
イ　児童の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ　児童に対する緊急の補導業務

2号　修学旅行等の引率・指導業務で宿泊を伴うもの
3号　 対外運動競技等の引率・指導業務で、週休日もしくは宿泊を伴うもの
4号　部活動の指導業務

1号ア 日額8,000円
1号イ・ウ 日額7,500円
2号・3号  日額5,100円
4号 日額2,700円

防疫等作業手当

1号　 宿泊施設において新型コロナウイルス感染症の軽症患者等の身体に直
接接触して又はこれらの者に接して行う作業

2号　 宿泊施設において新型コロナウイルス感染症の軽症患者等が使用した
物件の処理、軽症患者等に対する生活支援、関係機関との連絡調整

3号　新型コロナウイルス感染症の疑いのある者の移送作業
4号　 新型コロナウイルス感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある

物件の処理及び消毒作業

1号 日額4,000円
2号 日額3,000円
3号 日額2,000円
4号 日額1,500円

（4）その他の手当（令和4年4月1日）
手当名 内容及び支給単価

扶養手当

配偶者 6,500円
子 10,000円
配偶者のない職員の扶養親族1人 6,500円
その他の扶養親族 6,500円
16歳から22歳までの子1人 5,000円 加算

通勤手当 交通機関利用者支給限度額（1 ヶ月当り） 55,000円
交通用具使用者支給限度額 31,600円

住居手当 借家　支給限度額 28,000円

管理職手当

部長級 75,200円
部次長級 70,500円
課長級 58,500円
課長補佐級 48,000円

6．職員数の状況
（1）年齢別職員構成の状況（令和4年4月1日現在）

令和3年度 令和4年度
20歳未満 0 (0) 1 (1)
20 ～23 21 (12) 19 (10)
24 ～27 68 (39) 72 (38)
28 ～31 96 (47) 79 (42)
32 ～35 97 (46) 102 (48)
36 ～39 61 (29) 74 (33)
40 ～43 43 (15) 45 (19)
44 ～47 100 (41) 76 (29)
48 ～51 171 (78) 170 (79)
52 ～55 109 (30) 127 (40)
56 ～59 77 (24) 75 (20)
60歳以上 41 (10) 32 (6)

計 884 (371) 872 (365)
（注）�1　年齢は各年度末での到達年齢です。�

2　（　）内は女性数で内数です。

5．特別職の報酬等の状況（給料月額等）
区　　　分 令和4年4月1日現在

給
料

市長 982,000円
副市長 800,000円
教育長 701,000円
企業管理者 690,000円

報
酬

議長 576,000円
副議長 496,000円
議員 460,000円

期
末
手
当

市長
 6月期 1.40月
 12月期 1.55月
 計 2.95月

副市長
教育長
企業管理者
議長  6月期 1.40月

 12月期 1.55月
 計 2.95月

副議長
議員

（2）部門別職員数の状況と主な増減理由
職　員　数（人）

令和3年度
（令和3年4月1日現在）

令和4年度
（令和4年4月1日現在） 対前年増減数

一
般
行
政　
部
門

議会 8 （1） 7 （1） △1 （0）
総務・企画 201 （71） 199 （75） △2 （＋4）

税務 38 （19） 38 （18） 0 （△1）
労働 0 （0） 2 （1） ＋2 （＋1）
農水 37 （4） 35 （4） △2 （0）
商工 21 （4） 21 （4） 0 （0）
土木 94 （12） 94 （12） 0 （0）
民生 221（153） 215（148） △6 （△5）

環境・衛生 81 （25） 78 （22） △3 （△3）
小計 701（289） 689（285） △12 （△4）

特
別
行
政

部
門

教育 72 （38） 73 （35） ＋1 （△3）
消防 0 （0） 0 （0） 0 （0）
小計 72 （38） 73 （35） ＋1 （△3）

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病院 2 （1） 1 （1） △1 （0）
水道 26 （4） 26 （4） 0 （0）

下水道 17 （4） 17 （3） 0 （△1）
交通 0 （0） 0 （0） 0 （0）

その他 66 （35） 66 （37） 0 （＋2）
小計 111 （44） 110 （45） △1 （＋1）

合計 884 （371） 872（365） △12 （△6）
（注）1　職員数は一般職に属する職員数です。　2　（　）内は女性数で内数です。

11 IIZUKA 2023.01 No.202



人権いいづか ぬくもりNO.101
知っていますか？「子どもの権利条約」

●みんなの人権 110 番☎0570-003-110 ●子どもの人権 110 番☎0120-007-110 ●女性の人権ホットライン☎0570-070-810
インターネットでも相談を受け付けています。ホームページ、または右の QR コードからも受け付けできます。

部落差別問題をはじめとするさまざまな人権問題に関する相談を
お受けします。（相談無料・秘密厳守・出張可能）

◆「人権相談」窓口
本庁4階 人権・同和政策課
筑穂人権啓発センター
穂波人権啓発センター
庄内交流センター別館
頴田交流センター

8時半～17時15分
10時～正午
14時～16時
10時～正午
14時～16時毎月第２・４月曜日

毎月第１・３木曜日

平日

【人権相談員などによる「人権相談」】
【弁護士による「法律相談」】
◆申込み：人権・同和政策課（☎0948-43-4764）

人権相談事業　新型コロナウイルス感染症による偏見や差別は許されません。困り事があれば相談を！

　「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」は、子どもの基本的人権を国際的に保障する
ために定められた条約です。
　18歳未満の児童（子ども）を、ひとりの人間として大人と同様の権利を認めるとともに、成長の
過程で特別な保護や配慮が必要な子ども特有の権利も定めています。
　前文と本文54条からなり、子どもの「生存」「発達」「保護」「参加」と
いう権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。
　1989年の国連総会において採択され、日本は1994年に批准しました。

　子どもは、ひとりの人間であり、安全で安心して生きる権利を持ちますが、ひとりでは生きていけない、
弱い存在です。
　その弱い存在の子どもの笑顔と笑い声に、私たちおとながどれだけ勇気づけられていることでしょう。
　子どもは親にとっての宝だけでなく、社会の宝、活力の源、未来への希望です。
　その子どもを守るのは、わたしたちおとなの責任です。
　全ての子どもたちが、虐待や育児放棄から守られ、愛される幸せを実感しながら成長できるように、市民
みんなで、子育てしやすい環境をつくり、子どもの命と育ちと笑顔を守るため、この条例を制定します。
　みんなで子どもを守りましょう。

飯塚市においても、平成31年4月に「飯塚市の子どもをみんなで守る条例」を施行しました。

「飯塚市の子どもをみんなで守る条例」前文より抜粋

出典：（公財）日本ユニセフ協会ホームページ「子どもの権利条約」

子どもたちには、どんな権利があるの？（「子どもの権利条約」４つの柱）

紛争に巻きこまれず、
難民になったら保護され、
暴力や搾取、有害な労働
などから守られること

自由に意見を表したり、
団体を作ったりできること

勉強したり遊んだりして、
もって生まれた能力を十分に
伸ばしながら成長できること

生きる権利 育つ権利

守られる権利 参加する権利

住む場所や食べ物があり、
医療を受けられるなど、
命が守られること

7．職員の分限及び懲戒処分の状況
（1）分限処分者数（令和3年度）	 （単位：人）

区分 降任 免職 休職 降給 合計 失職
勤務成績の不良 0 0 0 0 0 0
心身の故障 0 0 16 0 16 0
適格性の欠如 0 0 0 0 0 0
廃職過員 0 0 0 0 0 0
刑事事件に因る起訴 0 0 0 0 0 0
欠格条項該当 0 0 0 0 0 0

8．職員の服務上の義務
（1）職員の職務上の義務（令和3年度）	 （単位：人）

区分 内容 違反者数
法令等及び上司の職務上の
命令に従う義務 職員は法令に従い、かつ、上司の職務命令に従わなければならない 0

信用失墜行為の禁止 職員は職の信用を傷つけ、又は職の不名誉になるような行為をしてはならない 5

秘密を守る義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない 0

職務に専念する義務 職員は勤務時間中、職務に注意力のすべてを用い、職務にのみ専念しなければ
ならない 0

政治的行為の制限 職員は政治活動をしてはならない 0

争議行為等の禁止 職員はストライキ等をしてはならない 0

営利事業等の従事制限 職員は営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業にも従事
してはならない 0

9．公平委員会からの勧告に基づく勤務条件等の是正措置（令和3年度）
区　　分 件　　数 内　　容
勤務条件 0 －

不利益処分 0 －

10．退職者の再就職先状況
令和2年度退職者（令和4年4月1日現在）

退職時の職位 退職者数 再就職者数
内訳

外郭団体 その他団体等 再任用等
部長級 3 3 0 2 1

部次長級 1 1 0 1 0
課長級 3 2 0 0 2

計 7 6 0 3 3
（注）令和2年度末退職者の実績です。

令和3年度退職者（令和4年4月1日現在）

退職時の職位 退職者数 再就職者数
内訳

外郭団体 その他団体等 再任用等
部長級 5 5 0 1 4

部次長級 0 0 0 0 0
課長級 2 2 0 1 1

計 7 7 0 2 5
（注）令和3年度末退職者の実績です。

（2）懲戒処分者数（令和3年度）	 （単位：人）

区分 免職 停職 減給 戒告 合計 訓告
法令違反 1 0 0 0 1 1
職務上の義務違反
又は職務怠慢 0 0 0 0 0 6

非行行為 0 0 0 0 0 0
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